
インセンティブ契約制度実施のお知らせ 

 平成２６年１０月１日から、本処の契約においても「インセン
ティブ契約制度」（以下、本制度という。）の適用が可能となり
ました。 

 本制度は、装備施設本部（中央調達）（以下、「装本」という。）
のみで実施されていましたが、昨年、以下のような改善が行わ
れ、同年１０月から装本で施行され、地方調達においてもこの
度、導入されることになったものです。 
 ①申請方法の多様化による企業等におけるリスクの低減 
 ②インセンティブ料の引き上げ 
 ③コスト削減額が２０％を超えた場合の随意契約化 

 これに伴い、９月中に入札及び契約心得の改正及び「インセン
ティブ契約制度に関する特約条項」の新規制定を行い、本ＨＰに
掲載しますので、ご確認よろしくお願いします。 



「インセンティブ契約制度に関する特約条項」 

 

 

  「インセンティブ契約制度に関する特約条項」は、契約書に付した
だけでは、特に申請又は申告（コスト削減）の義務が生じるものでは
ありません。 
 

 本制度は、この特約条項が付された契約に関する新たなコスト削
減策がある際に、企業側の自由意思に基づき、本制度の適用を受
けるための申請又は申告を行っていただき、これが採用又は認定さ
れた場合は、「インセンティブ料」を得ることができるというものです。 
 

（※コスト削減率等の条件に合致した場合は、更に「以降の契約に
おいて随意契約の相手方となる権利」を得ることも可能） 

  



「インセンティブ契約制度に関する特約条項」 

 

 

 平成２６年１０月１日以降に契約する製造請負又は役務請負でか
つ、加工工程を要する契約であって、その予定価格を原価計算方式
によって算定したもの（※）を締結する場合には、「インセンティブ契約
制度に関する特約条項」を適用させて頂きます。 
 （上記以外の契約においても、ご希望により本特約条項の適用が可能です。） 

 ご協力をお願い致します。 

 

 ※本特約条項の付すか否かについては、一般競争については公告に記載しま
す。随意契約については、商議の際に契約課担当職員にお問い合わせください。 
 

  



インセンティブ契約制度の概要 



インセンティブ適用料率 



申請又は申告に際してのお願い 

 

 

関連規則等 

・インセンティブ契約制度について（通達）（防経装第9132号。25.6.28） 
 
・インセンティブ契約制度実施要領に関する細部事項ついて（通知） 
                                  （防経装第13140号。25.9.30） 
 
                        （防衛省ＨＰにて閲覧することができます。） 

・円滑な処理及び原価改善前後の状態、コスト削減額等の確認のため申請
書を作成・提出する前に、予定がある場合は、事前に、契約課まで御一報く
ださい。（申告であっても原価改善に着手する前に御一報ください。結果的
に申告に至らなくても問題ありません。） 
 

・申請書又は申告書を受理した後、説明（会議方式での説明会等を含む。）
を依頼した際は、速やかな対応、ご協力をよろしくお願いします。 
 


